
旧
規
則
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ

る
十
五

先
行
技
術
調
査
（
搬
送

組
立
）
又
は
二
十
九

先
行
技
術

調
査
（
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
工
学
）

新
規
則
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ

る
二
十
九

先
行
技
術
調
査
（
繊

維
・
積
層
体
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
登
録
調
査
機
関
と
し
て
受

け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存
期
間

の
う
ち
い
ず
れ
か
長
い
期
間
と
同
一

の
期
間

旧
規
則
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ

る
三
十

先
行
技
術
調
査
（
有
機

化
合
物
）

新
規
則
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ

る
三
十

先
行
技
術
調
査
（
有
機

化
合
物
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
登
録
調
査
機
関
と
し
て
受

け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存
期
間

と
同
一
の
期
間

旧
規
則
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ

る
三
十
一

先
行
技
術
調
査
（
電

子
商
取
引
）

新
規
則
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ

る
三
十
一

先
行
技
術
調
査
（
電

子
商
取
引
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
登
録
調
査
機
関
と
し
て
受

け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存
期
間

と
同
一
の
期
間

旧
規
則
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ

る
三
十
二

先
行
技
術
調
査
（
イ

ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
）

新
規
則
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ

る
三
十
二

先
行
技
術
調
査
（
イ

ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
登
録
調
査
機
関
と
し
て
受

け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存
期
間

と
同
一
の
期
間

旧
規
則
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ

る
三
十
一

先
行
技
術
調
査
（
電

子
商
取
引
）、
三
十
二

先
行
技

術
調
査
（
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
）

又
は
三
十
三

先
行
技
術
調
査

（
情
報
処
理
）

新
規
則
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ

る
三
十
三

先
行
技
術
調
査
（
情

報
処
理
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
登
録
調
査
機
関
と
し
て
受

け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存
期
間

の
う
ち
最
も
長
い
期
間
と
同
一
の
期

間

旧
規
則
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ

る
十

先
行
技
術
調
査
（
自
動
制

御
）、
三
十
四

先
行
技
術
調
査

（
伝
送
シ
ス
テ
ム
）、
三
十
五

先
行
技
術
調
査
（
電
話
通
信
）
又

は
三
十
六

先
行
技
術
調
査
（
デ

ジ
タ
ル
通
信
）

新
規
則
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ

る
三
十
四

先
行
技
術
調
査
（
伝

送
シ
ス
テ
ム
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
登
録
調
査
機
関
と
し
て
受

け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存
期
間

の
う
ち
最
も
長
い
期
間
と
同
一
の
期

間

旧
規
則
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ

る
十

先
行
技
術
調
査
（
自
動
制

御
）、
三
十
三

先
行
技
術
調
査

（
情
報
処
理
）
又
は
三
十
五

先

行
技
術
調
査
（
電
話
通
信
）

新
規
則
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ

る
三
十
五

先
行
技
術
調
査
（
電

力
シ
ス
テ
ム
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
登
録
調
査
機
関
と
し
て
受

け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存
期
間

の
う
ち
最
も
長
い
期
間
と
同
一
の
期

間

旧
規
則
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ

る
三
十
二

先
行
技
術
調
査
（
イ

ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
）、
三
十
四

先
行
技
術
調
査
（
伝
送
シ
ス
テ

ム
）、
三
十
五

先
行
技
術
調
査

（
電
話
通
信
）
又
は
三
十
六

先

行
技
術
調
査
（
デ
ジ
タ
ル
通
信
）

新
規
則
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ

る
三
十
六

先
行
技
術
調
査
（
デ

ジ
タ
ル
通
信
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
登
録
調
査
機
関
と
し
て
受

け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存
期
間

の
う
ち
最
も
長
い
期
間
と
同
一
の
期

間

旧
規
則
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ

る
三
十
七

先
行
技
術
調
査
（
映

像
機
器
）
又
は
三
十
九

先
行
技

術
調
査
（
情
報
記
録
）

新
規
則
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ

る
三
十
七

先
行
技
術
調
査
（
映

像
シ
ス
テ
ム
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
登
録
調
査
機
関
と
し
て
受

け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存
期
間

の
う
ち
い
ず
れ
か
長
い
期
間
と
同
一

の
期
間

旧
規
則
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ

る
三
十
七

先
行
技
術
調
査
（
映

像
機
器
）
又
は
三
十
八

先
行
技

術
調
査
（
画
像
処
理
）

新
規
則
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ

る
三
十
八

先
行
技
術
調
査
（
画

像
処
理
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
登
録
調
査
機
関
と
し
て
受

け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存
期
間

の
う
ち
い
ず
れ
か
長
い
期
間
と
同
一

の
期
間

旧
規
則
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ

る
十
五

先
行
技
術
調
査
（
搬
送

組
立
）
又
は
三
十
二

先
行
技
術

調
査
（
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
）

新
規
則
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ

る
三
十
九

先
行
技
術
調
査
（
電

気
機
器
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
登
録
調
査
機
関
と
し
て
受

け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存
期
間

の
う
ち
い
ず
れ
か
長
い
期
間
と
同
一

の
期
間

旧
規
則
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ

る
四
十

分
類
及
び
要
約
書
の
記

載
の
適
合
性
に
つ
い
て
の
調
査

新
規
則
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ

る
四
十

分
類
及
び
要
約
書
の
記

載
の
適
合
性
に
つ
い
て
の
調
査

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
登
録
調
査
機
関
と
し
て
受

け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存
期
間

と
同
一
の
期
間

旧
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
区
分

新
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
区
分

有

効

期

間

旧
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
一

先
行
技
術
調
査
（
計
測
）

又
は
三

先
行
技
術
調
査
（
材
料

分
析
）

新
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
一

先
行
技
術
調
査
（
計
測
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
特
定
登
録
調
査
機
関
と
し

て
受
け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存

期
間
の
う
ち
い
ず
れ
か
長
い
期
間
と

同
一
の
期
間

旧
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
二

先
行
技
術
調
査
（
ナ
ノ
物

理
）

新
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
二

先
行
技
術
調
査
（
応
用
物

理
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
特
定
登
録
調
査
機
関
と
し

て
受
け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存

期
間
と
同
一
の
期
間

旧
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
二

先
行
技
術
調
査
（
ナ
ノ
物

理
）又
は
三

先
行
技
術
調
査（
材

料
分
析
）

新
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
三

先
行
技
術
調
査
（
分
析
診

断
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
特
定
登
録
調
査
機
関
と
し

て
受
け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存

期
間
の
う
ち
い
ず
れ
か
長
い
期
間
と

同
一
の
期
間

旧
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
四

先
行
技
術
調
査
（
応
用
光

学
）

新
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
四

先
行
技
術
調
査
（
応
用
光

学
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
特
定
登
録
調
査
機
関
と
し

て
受
け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存

期
間
と
同
一
の
期
間

旧
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
五

先
行
技
術
調
査
（
光
デ
バ

イ
ス
）

新
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
五

先
行
技
術
調
査
（
光
デ
バ

イ
ス
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
特
定
登
録
調
査
機
関
と
し

て
受
け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存

期
間
と
同
一
の
期
間

旧
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
六

先
行
技
術
調
査
（
事
務
機

器
）

新
規
則
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
六

先
行
技
術
調
査
（
事
務
機

器
）

施
行
日
に
お
け
る
上
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
係
る
特
定
登
録
調
査
機
関
と
し

て
受
け
た
登
録
の
有
効
期
間
の
残
存

期
間
と
同
一
の
期
間

平成年月日 火曜日 (号外第号)官 報

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
特
例
法
第
三
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
の
登
録
又

は
そ
の
更
新
を
受
け
て
い
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
区
分
の
登
録
又
は
そ
の
更
新
を
受
け
た
者
と

み
な
し
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
つ
い
て
し
た
登
録
又
は
そ
の
更
新
の
申
請
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
区
分
に
つ
い
て
し
た
登
録
又
は
そ
の
更
新
の
申
請
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
登
録
を
受
け
た

者
と
み
な
さ
れ
る
者
に
係
る
当
該
登
録
の
有
効
期
間
は
、
令
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
期
間
と
す
る
。
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